
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱交換器（３）と、
　上記熱交換器（３）に空気を導くファン（４）と、
　上記熱交換器（３）およびファン（４）が取り付けられていると共に、裏側面が壁に固
定される底フレーム（６）と、
　上記熱交換器（３）に接続されて、この熱交換器（３）に対して熱媒体を供給および排
出する 配管（８）と、
　上記底フレーム（６）の幅方向の側面の近傍、かつ、底面の近傍に配置されていると共
に、上記配管 を 押さえる配管押さえ部材（１３）
と
を備え
　

ることを特徴とする空気調和機の
室内機。
【請求項２】
　請求項１に記載の空気調和機の室内機において、
　上記配管（８）は屈曲部（９）を有し、
　上記配管押さえ部材（１３）は、上記配管（８）の屈曲部（９）の近傍を押さえている
ことを特徴とする空気調和機の室内機。
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と共に、上記底フレーム（６）の裏側面に延在している

（８） 上記底フレーム（６）の裏側面で

、
上記配管押さえ部材（１３）は、一部が上記底フレーム（６）の側面に露出する一方、

他の一部が上記底フレーム（６）の裏側面に露出してい



【請求項３】
　請求項１に記載の空気調和機の室内機において、
　

上記配管押さえ部材（１３） 一部 露
出していることを特徴とする空気調和機の室内機。
【請求項４】
　請求項１に記載の空気調和機の室内機において、
　
　

　 露出していることを特徴と
する空気調和機の室内機。
【請求項５】
　請求項１に記載の空気調和機の室内機において、
　上記配管押さえ部材（１３）は、
　略Ｌ字状に屈曲しており、
　一端に上記底フレーム（６）の裏側面に係止する裏側面係止爪（１４ａ）を有すると共
に、他端に上記底フレーム（６）の側面に係止する側面係止爪（１５ａ）を有し、
　上記他端の近傍（１５）が上記底フレーム（６）の側面に露出していることを特徴とす
る空気調和機の室内機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機の室内機に関し、特に、室内の壁に据え付けられる壁掛け型の空
気調和機の室内機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、この種の空気調和機の室内機は、熱交換器と、この熱交換器に室内空気を導
くファンと、上記熱交換器およびファンが取り付けられる底フレームとを備え、この底フ
レームの背面を、室内の壁面に固定している（例えば実開平５－４７７２１号公報参照）
。
【０００３】
　上記熱交換器は、この熱交換器に対して冷媒を供給および排出する補助配管が接続され
ている。この補助配管は、上記熱交換器が取り付けられる底フレームの表側から裏側に導
かれて、この底フレームの裏側面に形成した溝内に延在している。上記補助配管の先端は
、室外機に対して冷媒を供給および排出する連絡配管の先端に接続されている。この連絡
配管は、上記底フレームの側面に設けられた開口から室内機外に取り出されて、建物の壁
の貫通孔を通って、屋外に配置された上記室外機に接続されている。
【０００４】
　上記底フレームの溝内に延在する補助配管は、配管押さえ部材によって、底フレームに
固定されている。上記配管押さえ部材は、上記底フレームの裏側面のみに露出しており、
この室内機が壁に据え付けられる前に、この底フレームの裏側面に取り付けられるように
なっている。
【０００５】
　しかしながら、上記従来の空気調和機の室内機は、上記熱交換器を洗浄する等のメンテ
ナンスに手間がかかるという問題がある。
【０００６】
　すなわち、上記熱交換器を洗浄するには、この熱交換器と底フレームとを分離する必要
がある。ここで、上記熱交換器は補助配管に接続され、この補助配管は配管押さえ部材で
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上記底フレーム（６）は電装品を収納する電装品収納部（１８）を備え、
　上記電装品収納部（１８）の側面に、 の （１５）が

上記配管押さえ部材（１３）は、略Ｌ字状に屈曲しており、
上記配管押さえ部材（１３）の一端は、上記底フレーム（６）の裏側面に、取り外し可

能に係止すると共に、上記配管押さえ部材（１３）の他端は、上記底フレーム（６）の側
面に、取り外し可能に係止し、

上記他端の近傍（１５）が、上記底フレーム（６）の側面に



底フレームに固定されているので、この配管押さえ部材を底フレームから外さなければな
らない。しかしながら、上記配管押さえ部材は上記底フレームの裏側面のみに面している
ので、この配管押さえ部材を外すには、この室内機を壁から取り外して底フレームの裏側
面を露出させる必要がある。上記室内機を壁から取り外すためには、上記補助配管と連絡
配管とを切り離す必要があり、これにより、上記各配管からの冷媒ガスの漏れ対策や、冷
媒ガスの漏れに対応する冷媒ガスの補充等といった多くの手間が生じることとなる。
【特許文献１】実開平５－４７７２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明の課題は、少ない手間で効率良くメンテナンスを行うことができる空気
調和機の室内機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明の空気調和機の室内機は、
　熱交換器と、
　上記熱交換器に空気を導くファンと、
　上記熱交換器およびファンが取り付けられていると共に、裏側面が壁に固定される底フ
レームと、
　上記熱交換器に接続されて、この熱交換器に対して熱媒体を供給および排出する

配管と、
　上記底フレームの幅方向の側面の近傍、かつ、底面の近傍に配置されていると共に、上
記配管を 押さえる配管押さえ部材と
を備え
　

ることを特徴としている。
【０００９】
　上記構成によれば、上記配管押さえ部材が、上記底フレームの側面の近傍、かつ、底面
の近傍に配置されているので、上記底フレームが壁に固定された状態で、上記配管押さえ
部材を上記底フレームから容易に取り外すことができる。したがって、従来の空気調和機
の室内機のように、配管押さえ部材を取り外すために室外機全体を壁から取り外す必要が
無いので、従来におけるような補助配管と連絡配管とを切り離すための多大な手間を削除
できる。その結果、上記配管に関する手間をかけることなく、上記熱交換器と底フレーム
とを分離することができるので、例えば熱交換器の洗浄等のメンテナンスを、少ない手間
で効率良く行うことができる。
【００１０】
　一実施形態の空気調和機の室内機は、
　上記配管は屈曲部を有し、
　上記配管押さえ部材は、上記配管の屈曲部の近傍を押さえている。
【００１１】
　上記実施形態によれば、上記配管は、その屈曲部の近傍が配管押さえ部材で押さえられ
ており、この配管押さえ部材は、底フレームの側面の近傍かつ底面の近傍に位置する。上
記底フレームが壁に固定された状態で、上記配管押さえ部材は容易に取り外されるので、
これにより、上記底フレームが上記配管の屈曲部から容易に切り離される。その結果、上
記底フレームの上端が壁に係合した状態で、この底フレームの底面近傍の部分を、容易に
壁から離すことができる。すなわち、上記底フレームを、この底フレームの上端を中心に
、揺動させることができる。
【００１２】
　一実施形態の空気調和機の室内機は、
　上記配管押さえ部材は、
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と共に
、上記底フレームの裏側面に延在している

上記底フレームの裏側面で
、

上記配管押さえ部材は、一部が上記底フレームの側面に露出する一方、他の一部が上記
底フレームの裏側面に露出してい

略Ｌ字状に屈曲しており、



　

　 上記底フレームの側面に露出している。
【００１３】
　上記実施形態によれば、

上記底フレームが壁に固定された状態で、 底フレームから容易に取り外すこ
とができる。
【００１４】
　一実施形態の空気調和機の室内機は、
　上記底フレームは電装品を収納する電装品収納部を備え、
　上記電装品収納部の側面に、上記配管押さえ部材の一部が露出していることを特徴とし
ている。
【００１５】
　上記実施形態によれば、上記電装品収容部に収容された電装品を取り外すことにより、
容易に上記配管押さえ部材を操作することができる。
【００１６】
　一実施形態の空気調和機の室内機は、
　上記配管押さえ部材は、
　略Ｌ字状に屈曲しており、
　一端に上記底フレームの裏側面に係止する裏側面係止爪を有すると共に、他端に上記底
フレームの側面に係止する側面係止爪を有し、
　上記他端の近傍が上記底フレームの側面に露出している。
【００１７】
　上記実施形態によれば、上記配管押さえ部材は、他端の近傍が上記底フレームの側面に
露出し、この露出した他端に有る側面係止爪は、この底フレームの側面への係止が容易に
解除される。したがって、上記底フレームが壁に固定された状態で、この底フレームから
容易に取り外すことができる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のように、本発明の空気調和機の室内機は、熱交換器と、上記熱交換器に空気を導
くファンと、上記熱交換器およびファンが取り付けられていると共に、裏側面が壁に固定
される底フレームと、上記熱交換器に接続されて、この熱交換器に対して熱媒体を供給お
よび排出する 配管と、上記底フレームの
幅方向の側面の近傍、かつ、底面の近傍に配置されていると共に、上記配管を

押さえる配管押さえ部材とを備え
るので

、上記底フレームが壁に固定された状態で、上記配管押さえ部材を上記底フレームから容
易に取り外すことができ、したがって、従来のように配管押さえ部材を取り外すために室
外機全体を壁から取り外す必要が無い。したがって、配管に関する手間をかけることなく
、上記熱交換器と底フレームとを分離することができるので、例えば熱交換器の洗浄等の
メンテナンスを、少ない手間で効率良く行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明を図示の実施の形態により詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の実施形態としての空気調和機の室内機を正面下方から見た斜視図であ
り、図２は上記室内機の側面図であり、図３は上記室内機の背面図であり、図４は上記室
内機の側面近傍の部分を拡大して示した斜視図である。図１乃至４は、室内機の前面を覆
うカバー等の部品を省略して示している。
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上記配管押さえ部材の一端は、上記底フレームの裏側面に、取り外し可能に係止すると
共に、上記配管押さえ部材の他端は、上記底フレームの側面に、取り外し可能に係止し、

上記他端の近傍が、

上記配管押さえ部材は、他端の近傍が上記底フレームの側面に
露出し、この露出した他端は、この底フレームの側面への係止が容易に解除される。した
がって、 この

と共に、上記底フレームの裏側面に延在している
上記底フレ

ームの裏側面で 、上記配管押さえ部材は、一部が上記底
フレームの側面に露出する一方、他の一部が上記底フレームの裏側面に露出してい



【００２１】
　この空気調和機の室内機１は、熱媒体としての冷媒と室内空気との間で熱交換を行う熱
交換器３と、この熱交換器３が取り付けられる底フレーム６を備える。上記底フレーム６
には、上記熱交換器３の他に、この熱交換器３に室内空気を導くファン４や、このファン
４の駆動モータや、上記ファン４による空気流の方向を変更するフラップや、このフラッ
プの駆動モータ等が取り付けられている。この室内機１の正面から見て上記底フレーム６
の右の側面近傍に、空気調和機の電源回路および制御回路を構成する電装品の収納部が形
成されている。
【００２２】
　図示しない前面カバーは、エアフィルタを介して室内空気を吸い込む吸込口と、この室
内機で空気調和を行った空気を吹き出す吹出口とを備える。上記吸込口と吹出口との間に
連なる空気通路の壁面の一部を、上記底フレーム６の表側面の一部が形成している。この
空気通路の途中に、上記熱交換器３とファン４が配置されている。
【００２３】
　上記底フレーム６の裏側面には、壁に固定するための係合部が形成されている。すなわ
ち、この室内機を据え付ける壁面に据付板を固定し、この据付板に、上記底フレーム６の
裏側面の係合部を係合して、この底フレーム６を上記壁に固定するようになっている。
【００２４】
　また、上記底フレーム６の裏側面には、図３に示すように、底フレーム６の裏側から見
て左側に、鉛直方向に延びる鉛直溝６１が形成されている。また、上記底フレーム６の下
端近傍には、水平方向に延びる水平溝６２が形成されている。
【００２５】
　上記鉛直溝６１および水平溝６２には、上記熱交換器３に接続された配管としての補助
配管８が収容されている。この補助配管８は、上記熱交換器３に冷媒を供給する供給管８
ａと、上記熱交換器３から冷媒を排出する排出管８ｂとで構成され、図示しない断熱チュ
ーブで覆われている。この補助配管８は、上記熱交換器３の正面から見て右の側面に蝋付
けで固定されており、この熱交換器３の側面から底フレーム６の裏側に導かれて鉛直溝６
１の上端に入り、この鉛直溝６１の上端から下端に向かって延在している。上記補助配管
の供給管８ａおよび排出管３ｂは、上記鉛直溝６１の下端から突出した位置に、底フレー
ム６の裏側から見て右方向に屈曲する屈曲部９ａ，９ｂを有する。この補助配管８の屈曲
部９の近傍であって、上記屈曲部９の上側部分を、配管押さえ部材１３が押さえて固定し
ている。上記補助配管８の上記屈曲部９よりも図３の右側部分は、底フレーム６の裏側か
ら見て右に向かって水平溝６２内に延在している。この水平溝６２内で、上記補助配管８
は、図示しない連絡配管に接続される。上記連絡配管は、この室内機の正面から見て右の
側面から室内機外に出て、壁に形成された貫通孔を通って、屋外に配置された室外機に接
続されている。
【００２６】
　図５は、上記配管押さえ部材１３を示す斜視図であり、図６Ａ乃至６Ｃは、上記配管押
さえ部材１３の平面図、背面図および側面図である。図５および図６Ａ乃至６Ｃに示すよ
うに、上記配管押さえ部材１３は、Ｌ字状に屈曲しており、互いに略直角をなす長板部１
４と短板部１５とを有する。上記長板部１４の先端に、上記底フレーム６の裏側面に係止
する裏側面係止爪１４ａが形成されていると共に、上記短板部１５の先端に、上記底フレ
ーム６の側面に係止する側面係止爪１５ａが形成されている。
【００２７】
　側面図の図２、および、背面図の図３に示すように、上記配管押さえ部材１３は、上記
底フレーム６の裏側から見て左の側面近傍、かつ、底面近傍に位置している。上記配管押
さえ部材１３は、上記底フレーム６に取り付けられた状態で、長板部１４が底フレーム６
の裏側面に露出する一方、短板部１５が底フレーム６の裏側から見て左の側面に露出する
。
【００２８】
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　図１の斜視図は、上記配管押さえ部材１３が取り外された状態の室内機を示しており、
上記短板部１５が係止する係止部１２が、底フレーム６の正面側から見て右の側面に形成
されている。上記係止部１２には、上記短板部の側面係止爪１５ａ係止する係止孔が設け
られている。
【００２９】
　上記係止部１２は、底フレーム６の右の側面近傍に位置する電装品の収納部に面してい
る。すなわち、底フレーム６の右の側面近傍に電装品箱係止部１７が形成されており、こ
の電装品箱係止部１７に電装品箱が係止されて、この電装品箱が収納されるようになって
いる。上記電装品箱係止部１７に図示しない電装品箱が収納されると、図３の破線で示す
ように、上記電装品箱係止部１７の下方に電装品箱の下部１８が突出する。この電装品箱
が突出する部分を含む電装品収納部の側面に、上記係止部１２、および、この係止部１２
に係止する配管押さえ部材の短板部１５が露出するようになっている。したがって、上記
電装品箱が収納された状態では、上記配管押さえ部材の短板部１５は電装品箱で隠れるこ
とになる。
【００３０】
　また、上記底フレーム６の鉛直溝６１の下端近傍に、この鉛直溝６１の縁に隣接する係
止孔が形成されており、この係止孔に上記配管押さえ部材の裏側面係止爪１４ａが係止す
るようになっている。
【００３１】
　上記構成の空気調和機の室内機は、以下のようにして、底フレーム６が室内の壁に固定
された状態で、熱交換器３の洗浄等のメンテナンスを行うことができる。
【００３２】
　まず、図示しない前面カバーを外して、熱交換器３および電装品箱を露出させる。また
、底フレーム６の下端と据付板の下端とを固定していたボルトを外す。なお、上記底フレ
ーム６は、上端が据付板の上端に係合しているので、上記ボルトを外しても室内機が落下
する等の恐れは無い。
【００３３】
　次に、露出した上記電装品箱を、底フレーム６の電装品箱係止部１７から外して、電装
品収納部の側面に、配管押さえ部材の短板部１５を露出させる。この露出した短板部１５
の端を外側に曲げて、この短板部の側面係止爪１５ａを係止部１２の係止孔から外す。こ
れにより、上記短板部１５と係止部１２との係合が解かれる。
【００３４】
　次に、上記底フレーム６の底面近傍を、１センチメートル程度壁面から離して、底フレ
ーム６の底面近傍と壁面との間に僅かな隙間を形成する。この隙間内で、上記配管押さえ
部材１３を壁側に移動させることにより、この配管押さえ部材の長板部の裏側面係止爪１
４ａと、底フレーム６の裏側面の係止孔との係合を解除する。これにより、上記隙間を介
して、上記配管押さえ部材１３を底フレーム６から容易に取り外すことができる。
【００３５】
　上記配管押さえ部材１３を取り外した後、熱交換器３と底フレーム６とを固定するネジ
を取り外して、上端が据付板に係合していた底フレーム６を壁から取り外す。ここで、上
記熱交換器３に接続された補助配管８は、上記配管押さえ部材１３が取り外されているの
で、底フレーム６の溝６１，６２内から容易に取り出される。これにより、互いに接続さ
れた上記熱交換器３、補助配管８および連絡配管から、上記底フレーム６が容易に分離さ
れて、この底フレーム６を壁から容易に取り外すことができる。上記底フレーム６を壁か
ら取り外すことにより、壁の貫通孔に挿通された連絡配管と、この連絡配管に接続された
補助配管８および熱交換器３とが、壁面の近傍に露出して残される。したがって、補助配
管８と連絡配管とを切り離すことなく、上記熱交換器３の洗浄等のメンテナンスを行うこ
とができる。また、壁から取り外した底フレーム６について、この底フレーム６に取り付
けられたドレンパンの洗浄や、ファンの洗浄および修理等のメンテナンスを行うことがで
きる。
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【００３６】
　このように、本実施形態の空気調和機の室内機は、底フレーム６が壁に固定された状態
で、上記配管押さえ部材１３を取り外すことができるので、熱交換器３および補助配管８
を含む室内機の全体を壁から取り外す必要が無い。したがって、室内機の全体を壁から取
り外すために補助配管８と連絡配管とを切り離す必要が無いから、補助配管８と連絡配管
とを切り離すために必要な冷媒漏れの防止作業や、冷媒の漏れに対応する冷媒の追加作業
等の手間を削減することができる。また、補助配管８と連絡配管とを切り離さないから、
切り離し作業中の冷媒の漏れによる室内の汚染が発生することも無い。したがって、この
空気調和機の室内機は、少ない手間で、熱交換器３の洗浄等のメンテナンスを効率良く行
うことができる。
【００３７】
　なお、底フレーム６を壁から取り外す必要は無く、例えば、底フレーム６を、据付板に
係合された上端周りに揺動させて、底フレーム６の裏側面のメンテナンス等を行ってもよ
い。要は、底フレーム６が壁に固定された状態で、補助配管８と底フレーム６とが容易に
分離できることにより可能となったあらゆる作業を行うことができる。
【００３８】
　また、上記実施形態において、配管押さえ部材１３が補助配管８を押さえる位置は、補
助配管の屈曲部９の上に限られず、屈曲部９近傍であれば他の位置であってもよい。また
、上記配管押さえ部材１３は、短板部１５が電装品収納部の側面に露出していなくてもよ
く、底フレーム６の側面の近傍かつ底面の近傍に配置されていればよい。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の実施形態としての空気調和機の室内機を正面下方から見た斜視図である
。
【図２】空気調和機の室内機の側面図である。
【図３】空気調和機の室内機の背面図である。
【図４】空気調和機の室内機の側面近傍の部分を拡大して示した斜視図である。
【図５】配管押さえ部材を示す斜視図である。
【図６Ａ】配管押さえ部材の平面図である。
【図６Ｂ】配管押さえ部材の背面図である。
【図６Ｃ】配管押さえ部材の側面図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　空気調和機の室内機
　３　熱交換器
　４　ファン
　６　底フレーム
　８　補助配管
　９　補助配管の屈曲部
　１２　配管押さえ部材の係止部
　１３　配管押さえ部材
　１４　配管押さえ部材の長板部
　１４ａ　長板部の裏側面係止爪
　１５　配管押さえ部材の短板部
　１５ａ　短板部の側面係止爪
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ Ａ 】

【 図 ６ Ｂ 】

【 図 ６ Ｃ 】
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